よくあるご質問

Q１.外国人技能実習生共同受入事業及び外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業は定款から削除する必要があるか。
　　⇒育成就労制度施行後も技能実習制度の経過措置により、技能実習生は引き続き在籍することとなるため、技能実習制度における監理団体と、育成就労制度に置ける監理支援機関が併存することとなります。
そのため、技能実習に関する記載は削除せずに残しておく必要があります。
傘下の技能実習生の在留が０名となった場合には定款事業から削除することになりますが、当該監理団体において技能実習生の在籍が０名となった場合であっても、やむを得ない事情により他の監理団体から当該監理団体の傘下に技能実習生が転籍する可能性があることに留意し、経過措置が終了するまでは技能実習に関する記載は削除しないことが適切です。（技能実習生の最後の残留は令和１２年６月末）。


Q２.事業計画書及び収支予算書は２事業年度分の提出が必要か。
　　⇒定款への育成就労外国人共同受入れ及び職業紹介の事業追加に際して、発生する経費や事業計画を事業計画書及び収支予算書に記載していただく必要があります。
　　　そのため、準備行為である監理支援機関の許可申請及び育成就労計画の認定を行う事業年度の事業計画書及び収支予算書、さらに、当該事業年度中に育成就労外国人の受入を開始しない場合は、育成就労外国人の受入を開始する事業年度分の事業計画書・収支予算書も提出が必要です。
　　　※１事業年度中に監理支援機関の許可申請等の準備行為の実施及び育成就労外国人の受入を開始予定の場合は、１事業年度分の提出で構いません。
　　　　ただし、総会で定款変更及び事業計画書・収支予算書の議決を諮る際の対象の事業年度の開始日は総会開催日から２か月以内としてください。
　　　　例）事業年度が８月始まりの組合が、R8/５/１に臨時総会を開催する場合
　　　　　　事業計画書・収支予算書は、
R8/5/1～R8/7/31及びR8/8/1～R9/7/31分の提出が必要です。
※育成就労外国人の受入開始をR9/8/1以降で予定している場合は、
　さらにR9/8/1～R10/7/31分の事業計画書・収支予算書も提出が必要です。


Q３.定款への外部監査人の選任についての記載が必要か。
　　⇒定款への記載は不要です。
